
 

 

令和２年８月２５日 

学校教育課 

令和２年度令和２年度令和２年度令和２年度におけるにおけるにおけるにおける町内全小町内全小町内全小町内全小学校の学校の学校の学校の    
宿泊を伴う学校行事の中止宿泊を伴う学校行事の中止宿泊を伴う学校行事の中止宿泊を伴う学校行事の中止についてについてについてについて    

    

 本町では、神奈川県及び寒川町における新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、

６月から児童の健康管理について配慮しながら、学校での教育活動を段階的に再開してきま

した。 

８月６日付の本町プレスリリースにて「町内全中学校の宿泊を伴う学校行事の中止」を発

表しましたが、小学校の宿泊を伴う学校行事の実施の判断については、学校とともに協議を

重ねてきました。 

しかしながら、神奈川県内及び全国各地において、新型コロナウイルスの感染拡大が依然

として見られるなど、憂慮すべき状況が続いています。 

宿泊を伴う学校行事において、感染予防対策や万が一の感染者対応等に万全な体制をとる

ことが困難であることから、児童の生命の安全を第一に考え、中学校と同じく、今年度の町町町町

内全小内全小内全小内全小学校の宿泊を伴う学校行事学校の宿泊を伴う学校行事学校の宿泊を伴う学校行事学校の宿泊を伴う学校行事（５年キャンプ、６（５年キャンプ、６（５年キャンプ、６（５年キャンプ、６年修学旅行）年修学旅行）年修学旅行）年修学旅行）を中止を中止を中止を中止とすることとし

ました。 

なお、この内容については、本日各小学校から児童経由で保護者宛て文書を配付します。 

※中止することに伴い発生する料金等については、現在調整中です。 

問い合わせ先 

寒川町教育委員会 学校教育課 課⻑ 小島康義 ☎0467(74)1111 内線 520 


